










































平成３０年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

平成３１年３月２７日 

件 名 私立認定こども園の利用定員の内訳変更について 

所 管 部 課 子ども家庭部 子ども政策課 

内 容 

以下の認定こども園から、次年度の園児数見込みに合わせた利用定員の

内訳変更申請があったため報告する。 

なお、変更年月日はいずれも平成３１年４月１日の予定である。 
 

１ 杉の子幼稚園（個人立） 

変更前 

 満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号 ２４人 １００人 １１０人 １００人 ３３４人 

２・３号  ６人  ２０人  ３０人  ３０人  ８６人 

合計 ３０人 １２０人 １４０人 １３０人 ４２０人 

変更後 

 満３歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

１号 ２４人  ８０人 １１０人 １００人 ３１４人 

２・３号  ６人  ４０人  ３０人  ３０人 １０６人 

合計 ３０人 １２０人 １４０人 １３０人 ４２０人 

 

２ キャッツ（学校法人千葉学園） 

  変更前 

 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号 - - １４人 １３人 １４人 ４１人 

２・３号 ６人 ９人 １１人  ９人  ９人 ４４人 

合計 ６人 ９人 ２５人 ２２人 ２３人 ８５人 

変更後 

 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号 - - １３人 １７人 １１人 ４１人 

２・３号 ６人 ９人 １２人  ８人  ９人 ４４人 

合計 ６人 ９人 ２５人 ２５人 ２０人 ８５人 

 

【1号】3歳以上の教育標準時間認定 

【2号】3歳以上の保育（標準または短※）時間認定 

【3号】3歳未満の保育（標準または短※）時間認定 

（※保育標準時間 11時間利用・保育短時間 8時間利用） 
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平成３０年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

平成３１年３月２７日 

件 名 東京都認証保育所の運営法人等の変更及び廃止について 

所 管 部 課 子ども家庭部 子ども施設入園課 

内 容 

平成３１年４月１日から、東京都認証保育所３施設について運営法人等

の変更及び廃止を行うため、以下のとおり報告する。 

 

１ 運営法人等の変更について 

以下の２施設について、運営法人等の変更を行う。どちらも、同一グ

ループ法人内での吸収合併による運営法人の変更である。よりよい保育

に向けた財政基盤の安定、従業員である保育士の処遇改善等を目的とし

たものであり、保育士、保育の内容については現在と変わらない。 

 

（１） さわやか保育園・梅島 

ア 施設所在地：梅田７－１６－６ パヴィヨンブラン１Ｆ 

イ 定員：０歳児７名、１歳児９名、２歳児６名、３歳児２名 

   （計２４名） 

ウ 現運営事業者：さわやか保育株式会社 

エ 新 園 名：ニチイキッズさわやか梅島保育園 

オ 新運営事業者：株式会社ニチイ学館 

カ 変 更 理 由： 

親会社である株式会社ニチイ学館が現運営事業者を吸収合併する

ことにより、新運営事業者となるため。 

 

（２） 高野駅前こども園 

ア 施設所在地：扇１－５３－１１ 

イ 定員：０歳児８名、１歳児１４名、２歳児１０名、 

３歳児以上８名（計４０名） 

ウ 現運営事業者：株式会社ろく 

エ 新運営事業者：株式会社グローバルキッズ 

オ 変 更 理 由： 

親会社を同じくする株式会社グローバルキッズが現運営事業者を

吸収合併することにより、新運営事業者となるため。 

 

２ 認証保育所の廃止について 

  以下の１施設が、平成３１年４月１日をもって廃止予定である。 

（１） 愛恵保育所 

ア 施設所在地：綾瀬２－１９－８ 

イ 定員：０歳児７名、１歳児６名、２歳児４名（計１７名） 

ウ 現運営事業者：株式会社愛恵 

エ 廃 園 理 由：後任の施設長が見つからなかったため 

オ 児童の処遇： 

在園保護者に対し、事業者から個別及び保護者会での説明を行っ

た。認可保育所へ転園申請を出していただいているが、入所でき
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ない場合は近隣の認証保育所へ入所できるよう事業者間で確約を

得ている。 

 



平成３０年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

平成３１年３月２７日 

件 名 私立認可保育所に対する子ども・子育て支援法第１４条に基づく一般

指導検査の実施結果について 

所 管 部 課 子ども家庭部 子ども施設指導・支援担当課 

内 容 

１ 検査対象 

私立認可保育園 １５園  

 

２ 検査結果（主な内容） 

（１）文書指摘  １１園   ※詳細 情報連絡 14-1のとおり 

・重要事項の掲示をおこなっていない 

・人権擁護、虐待防止の研修を実施していない 

・都の配置基準は満たしているが、区補助要綱に定める基準を満 

たしていない 

・延長保育時に有資格者１名と無資格者１名で保育をしていた 

・利用者負担の支払いに対して領収書が交付されていない 

（２）口頭指導  ９園 

・運営規程の内容に不備がある 

・水害に対する体制整備が不十分である 

・利用者に必要な費用の徴収に関して、重要事項説明書に記載が 

ない 

（３）助言   １５園 

・業務日誌に責任者の確認印等がない 

・乳児の食事の環境、食具、保育者の介助が年齢に合っていない 

・指導計画の内容が不十分である 

・子どもが主体的に遊べるような室内環境になっていない 

 

３ 検査結果の通知及び周知 

各施設に対して検査結果を通知すると共に、私立園長会（３月１２

日）で周知し、注意を呼びかけた。 

 

４ 改善状況の確認 

指摘、指導、助言を行った事業所については、順次、実地調査にて

改善状況を確認しており、平成３１年２月には全て完了した。 

所管と指導内容について情報を共有し、継続的な支援を行なう。 
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施設名 指摘内容

ｉ—保育園
平成30年1月～3月の期間、常勤の調理師が一名不足していた。
返還金あり。

明日葉保育園　青井園 職員に対して人権擁護、虐待防止の研修を実施していない。

重要事項が未掲示である。

保護者に対して重要事項を交付して説明を行い、同意を得ていない。

苦情処理簿を作成し、記録・保存していない。

平成29年度お遊戯会ダビング代、保護者会の保護者給食を提供した際に
領収書を交付していない。

重要事項が未掲示である。

職員に対して人権擁護、虐待防止の研修を実施していない。

職員に対して人権擁護、虐待防止の研修を実施していない。

都の配置基準は満たしているが、平成29年度に区補助要綱で定める基準
を満たしていない月がある。
返還金あり。

神明町保育園 学習発表会ＤＶＤ代金を徴収した際に領収書を発行していない。

重要事項が未掲示である。

保護者に対して重要事項を交付して説明を行い、同意を得ていない。

子どもに関する情報を提供する際、文書による同意を得ていない。

平成29年7月15日に起きた骨折事故の報告が区にされていない。

バンビ保育園梅島園 延長保育時に、有資格者1名と無資格者1名で保育していた。

まなびの森保育園千住大
橋

平成29年度の帽子代17,600円22名分の領収書を確認できない。

平成29年度指導検査において指導助言を行った「保育の提供に関わる計
画の記録の保存年限」について、改善されていない。

保育の提供に関わる計画の記録が完結の日から５年保存としていない。

重要事項が未掲示である。

延長保育時に、有資格者1名と無資格者1名で保育していた。

自家用車出勤の事務員に通勤手当を支給しているにも関わらず、高速代
および毎月のガソリン代を支給している。

六町保育園

平成３０年度　私立認可保育所　文書指摘一覧

いづみ保育園

北千住こども園

恵・ＹＯＵ保育園

西綾瀬りりおっこ保育園

レイモンド花畑保育園
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平成３０年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

平成３１年３月２７日 

件 名 小規模保育事業所に対する子ども・子育て支援法第１４条に基づく一

般指導検査の実施結果について 

所 管 部 課 子ども家庭部 子ども施設指導・支援担当課 

内 容 

１ 検査対象 

小規模保育事業所 １０事業所  

 

２ 検査結果（主な内容） 

（１）文書指摘  ６事業所   ※詳細 情報連絡 15-１のとおり 

・避難訓練、消火訓練を実施していない月があった 

・保育士が２人必要な時間帯において、１人で保育していた時間が 

あった 

・財務情報を公表していない 

・施設の自己評価を行っていない 

・午前に提供のおやつ（ビスケット等）を献立表に記載していない 

（２）口頭指導 １０事業所 

・運営規程の内容に不備がある 

・業務日誌を作成していない 

・長時間にわたる保育について、指導計画に位置づけていない 

・調理、調乳従事者の健康チェックが不十分である 

・感染症、食中毒発生予防の対策が不十分である 

（３）助言   １０事業所 

・指導計画、日誌等の記録が一部未記入または不十分である 

・給食供給者の未届出、食品衛生責任者が未設置である 

・健康診断項目が不十分及び受診時期が不適切な職員がいる 

・給食材料等を購入する際、個人のポイントカードを使用している 

 

３ 検査結果の通知及び周知 

各事業者に対して検査結果を通知すると共に、小規模保育事業所全

体会(１月２５日）において周知し、注意を呼びかけた。 

 

４ 改善状況の確認 

指摘、指導、助言を行った事業所については、順次、実地調査にて

改善状況を確認しており、平成３１年２月には全て完了した。 

所管と指導内容について情報を共有し、継続的な支援を行なう。 
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施設名 指摘内容

第２てのひら保育園 保育士が2名必要な時間帯において、保育士1名で保育している時間があった。

消火訓練を実施していない月があった。

財務情報の公表及び職員に周知していない。

キングダム・キッズ西新井 財務情報の公表を掲示していない。

平成29年8月19日～9月20日、平成30年2月1日～3月31日に職員数が基準数を下
回っていた。

消火訓練を実施していない月があった。

平成29年度施設の自己評価が実施されていない。

財務情報の公表を掲示していない。

消火訓練を実施していない月があった。

献立表に記載がないものを提供していた。

財務情報の公表を掲示していない。

保育士が2名必要な時間帯において、保育士1名で保育している時間があった。

職員に対して系統的、効果的な研修計画を立てていない。

消火訓練を実施していない月があった。

平成29年度保育士の自己評価及び施設の自己評価が実施されていない。

ぬくもりのおうち保育　綾
瀬園

フレンドキッズランド竹の
塚園

デイジー保育園　五反野

ぴっころきっず高野駅前

平成３０年度　小規模保育事業所　文書指摘一覧
情報連絡１５－１



平成３０年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

平成３１年３月２７日 

件 名 家庭的保育事業者に対する子ども・子育て支援法第１４条に基づく一

般指導検査の実施結果について 

所 管 部 課 子ども家庭部 子ども施設指導・支援担当課 

内 容 

１ 検査対象 

家庭的保育事業者 ４７事業者  

 

２ 検査結果（主な内容） 

（１）文書指摘  ９事業者   ※詳細 情報連絡 16-1のとおり 

・避難訓練、消火訓練を実施していない月があった 

・業務日誌を作成していない 

・受託半年後の健康診断の実施及び結果を確認していない 

・離乳食の献立表を作成せず、おかゆを提供していた 

（２）口頭指導 ３０事業者 

・運営規程の内容に不備がある 

・補助員給与が最低賃金を下回っていた 

・健康診断項目が不十分及び受診時期が不適切な補助者がいる 

・指導計画(長期的・短期的)の作成に努めていない 

（３）助言   ４３事業者 

・カーテン、敷物等が防炎性能を有していない 

・睡眠時の室内が子どもの顔色が見える明るさに保たれていない 

・通帳と印鑑を人目のつく場所や同じ場所に保管している 

・会計経理の証憑書類に不備がある 

 

３ 検査結果の通知及び周知 

各事業者に対して検査結果を通知すると共に、家庭的保育事業者全

体会(１０月１２日・１９日）において周知し、注意を呼びかけた。 

 

４ 改善状況の確認 

指摘、指導、助言を行った事業者については、順次、実地調査にて

改善状況を確認しており、平成３１年１月には全て完了した。 

所管と指導内容について情報を共有し、継続的な支援を行なう。 
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家庭的保育事業者名 指摘内容

渋谷　邦枝 継続児の健康診断が平成29年10月以降実施されていない。

平成29年6月～12月、平成30年1月、4月、5月に消火訓練を行っていな
い。

後期食に満たない7ヶ月児に献立表を作成せず「おかゆとスープ」を提
供していた。

長塚　麻理子
平成29年6月、7月、9月、10月、12月、平成30年2月、3月に消火訓練を
行っていない。

毎月避難及び消火訓練を実施していない。

平成29年6月以降、受託後の健康診断の実施していない。

眞山　美容 平成30年5月22日8：45～9：00までの間、1人で4人を保育していた。

消火訓練を実施していない月があった。

平成29年受託児1名の健康診断の実施及び結果を確認していない。

泉　和代 消火訓練を実施していない月があった。

長谷川　裕子 業務日誌を作成していない。

林　繁子 消火訓練を実施していない月があった。

奥村　早苗

小林　春香

藤原　千春

平成３０年度　家庭的保育事業者　文書指摘一覧

情報連絡１６－１



平成３０年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

平成３１年３月２７日 

件 名 民設民営による認可保育所の運営予定事業者の選定等について 

所管部課 待機児対策室 子ども施設整備課、待機児ゼロ対策担当課 

内 容 

待機児童解消アクション・プランに基づき、認可保育所を自ら整備して２０

２０年４月１日に開設、運営する事業者について、足立区子ども施設指定管理

者等選定審査会の答申を受けて以下のとおり選定を行ったので報告する。 

 また、認可保育所を自ら整備して開設、運営する事業者について、選定の

取消し及び開園日の変更があったので報告する。 

 

１ 審査会開催日及び審査件数 

（１）審査会開催日 

  ア 平成３０年１２月７日（金） 

  イ 平成３０年１２月１７日（月） 

  ウ 平成３１年２月１日（金）  

（２）審査件数 

  ア 北綾瀬・東和地域、東伊興・舎人地域 各２事業者 

  イ 小台二丁目 ２事業者 

  ウ 江北一丁目 １事業者 

 

２ 運営予定事業者 

（１）北綾瀬・東和地域 

ア 名  称 株式会社ソラスト   

  イ 所 在 地 港区港南一丁目７番１８号  

ウ 運営施設 認可保育園４園（ソラスト船堀保育園、外） 

東京都認証保育所９園（ソラスト浅草、外）など 

  エ 施設計画 ・予定地 東和四丁目１２番地内  

         ・定 員 ６３名予定（０～５歳児） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

６ １０ １１ １２ １２ １２ ６３ 

         ・案内図 
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 オ 財務状況調査の結果 

    Ａ「非常に良好である」 

  カ 選定理由等  

    ２事業者の中で最も高い６割５分を超える点を獲得した。特に経営

の安定性の評価は高く、異議なく選定された。 

（２）東伊興・舎人地域 

  ア 名  称 株式会社こころケアプラン    

  イ 所 在 地 千代田区内神田二丁目５番５号   

 ウ 運営施設 認可保育所７園（こころおちゃのみず第一保育園、外） 

東京都認証保育所１園（こころせんじゅ保育園）   

  エ 施設計画 ・予定地 東伊興三丁目１０番地内  

         ・定 員 ８７名予定（０～５歳児） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

１２ １５ １５ １５ １５ １５ ８７ 

         ・案内図 

         

  オ 財務状況調査の結果 

    Ｂ「良好である」 

  カ 選定理由等 

    ２事業者の中で最も高い６割５分を超える点を獲得した。特に実地

調査の評価は高く、異議なく選定された。 

（３）小台二丁目（旧江南住区センター：区施設活用） 

ア 名  称 学校法人千葉学園   

  イ 所 在 地 足立区宮城一丁目１６番９号  

ウ 運営施設 認定こども園１園（東京白百合幼稚園） 

  エ 施設計画 ・予定地 小台二丁目４５番４号  

         ・定 員 ８０名予定（０～５歳児） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

９ １０ １２ １５ １７ １７ ８０ 

         ・案内図 

   

★ 

★ 



  オ 財務状況調査の結果 

    Ａ「非常に良好である」 

  カ 選定理由等  

    ２事業者の中で最も高い７割を超える点を獲得した。特に開設準備

の実効性及び経営の安定性の評価は高く、異議なく選定された。 

（４）江北一丁目（都有地） 

  ア 名  称 株式会社キッズコーポレーション    

  イ 所 在 地 栃木県宇都宮市南大通り二丁目６番１号 

         ＫＩＤＳ１ＳＴＢＬＤ  

ウ 運営施設 認可保育園５園（大空と大地のなーさりぃ大森駅前園、外） 

 小規模保育５園（ピーターパン練馬北町Ⅰ、外）など 

  エ 施設計画 ・予定地  江北一丁目９番地内   

         ・定 員  ８０名予定（０～５歳児） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

９ １１ １２ １６ １６ １６ ８０ 

         ・案内図 

    
オ 財務状況調査の結果 

    Ｃ「やや不安定であり、業績の信頼性に不安がある」 

カ 選定理由等  

    基準点である６割を超える６割３分近くの点を獲得した。特に開設

準備の実効性及び実地調査の評価は高く、異議なく選定された。 

  

３ 運営予定事業者の選定取消しについて 

（１）整備予定地域 

   東和五丁目１５番地内 

・案内図 

          

 

 

★ 

★ 



（２）選定を取消した運営予定事業者 

ア 名  称 ビーフェア株式会社 

  イ 所 在 地 新宿区高田馬場二丁目１４番９号 

 ウ 運営施設 認可保育所１園（ビーフェア東和親水保育園） 

        東京都認証保育所 7園（ビーフェア田無保育園、外） 

          小規模保育９園（ビーフェア目黒保育園、外）など 

（３）選定取消しの理由 

   運営予定事業者から「土地所有者と借地人との間で立退きに関する交

渉がまとまる見込みが立たず、整備・運営は難しいと判断したので、選

定を辞退したい」との申し出があったため。 

 

４ 開園予定日の変更について 

（１）整備予定地域 

   栗原四丁目６番地内（旧栗原職員寮跡地：区有地活用） 

・案内図 

   

（２）運営予定事業者 

ア 名  称 社会福祉法人興
こう

善 会
ぜんかい

 

  イ 所 在 地 荒川区西尾久七丁目２６番４号 

 ウ 運営施設 認可保育園２園（子どもの家愛育保育園、外１園） 

（３）開園予定日 

   変更前：２０１９年９月１日 

   変更後：２０２０年４月１日 

（４）開園日変更の理由 

   運営予定事業者から「２０１９年９月１日開園に向けて、建築工事に

係る入札を実施したところ、不調や資材等の調達に時間を要することが

判明し、当初の開園日に間に合わない」との申し出があったため。 

 

 

 

★ 



平成３０年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

平成３１年３月２７日 

件 名 保育施設整備の進捗状況について 

所 管 部 課 待機児対策室 待機児ゼロ対策担当課、子ども施設整備課 

内 容 

２０１８年（平成３０年）８月に改定した「足立区待機児童解消アク

ション・プラン」に基づく保育施設整備の進捗状況について、以下のと

おり報告する。 

 

１ ２０１９年（平成３１年）４月開設予定の案件 

（１）認可保育所（１１件）※ 図１参照 

No 名称（仮称） 設置予定地 定員 

1 まなびの森保育園関屋 千住曙町 10-3 80人 

2 あい・あい保育園高野園 扇 2-27-3 60人 

3 アスク扇保育園 扇 3-5-12 80人 

4 にじいろ保育園梅島 梅島 2-37-10 73人 

5 トレジャーキッズあやせ保育園 綾瀬 1-29-9 60人 

6 キッズガーデン足立綾瀬 綾瀬 4-17-4 71人 

7 あい・あい保育園綾瀬六丁目園 綾瀬 6-7-13 70人 

8 きたあやせこころ保育園 加平 3-12-8 97人 

9 未来っ子保育園北加平町園 北加平町 5-2 66人 

10 足立北綾瀬雲母保育園 大谷田 5-26-19 60人 

11 愛恵保育園にしあらい 西新井 6-26-11 73人 

 

２ ２０１９年６月開設予定の案件 

（１）認可保育所（１件）※ 図１参照 

№ 名称（仮称） 設置予定地 予定定員 進捗状況等 

1 ステラ千住ふたば保育園 千住 1-3-8 

（千住消防署跡地） 
90人 本体工事中 
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2019.4 開設予定の認可保育所  11 園（定員 790 人） 

2019.6 開設予定の認可保育所  1 園  （定員 90 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□1  

□2  □3  

□4  

□5  

□6  
□7  

□8  
□9  □10  

□11  

◇1  

まなびの森保育園関屋（80人）

あい・あい保育園高野園（60人）

アスク扇保育園（80人）

にじいろ保育園梅島（73人）

トレジャーキッズあやせ保育園（60人）

キッズガーデン足立綾瀬（71人）

あい・あい保育園綾瀬六丁目園（70人）

きたあやせこころ保育園（97人）

未来っ子保育園北加平町園（66人）

足立北綾瀬雲母保育園（60人）
愛恵保育園にしあらい（73人）

ステラ千住ふたば保育園（90人）

図 1 



内 容 

３ ２０２０年４月開設予定の案件 

（１）事業者選定済みの案件 

ア 認可保育所（１９件）※ 図２参照 

№ 名称（仮称） 設置予定地 予定定員 進捗状況等 

1 アスク千住保育園 千住曙町 21地内 80人 5月計画承認予定 

2 帝京科学大学附属保育園 千住桜木 2-3地内 132人 5月計画承認予定 

3 
大空と大地のなーさりぃ

扇大橋園 

江北 1-9地内 

（都有地） 
80人 5月計画承認予定 

4 江北すきっぷ保育園 江北 4-28地内 60人 5月計画承認予定 

5 東京しらゆり保育園 
小台 2-45-4
（江南住区セ

ンター跡地） 

80人 5月計画承認予定 

6 キッズガーデン足立興野 興野 2-14地内 73人 5月計画承認予定 

７ 
ちゃいれっく西新井駅

前保育園 
西新井栄町 2-3 地内 60人 

1月計画承認済 
4月着工予定 

8 たんぽぽ保育所西新井園 関原 3-31地内 70人 
1月計画承認済
4月着工予定 

9 足立さくらんぼ保育園 

中央本町 1-12地内
（足立清掃事

務所中央本町

分室跡地） 

71人 
1月計画承認済
6月着工予定 

10 キッズガーデン足立青井 青井 2-18地内 73人 5月計画承認予定 

11 
ソラストあだち東和保

育園 
東和 4-12地内 63人 6月計画承認予定 

12 チェリッシュ谷中保育園 谷中 4-20地内 60人 
12 月計画承認済 
4月着工予定 

13 明日葉保育園保塚園 保塚町 8地内 60人 5月計画承認予定 

14 キッズガーデン足立島根 島根 4-3地内 60人 5月計画承認予定 

15 まなびの森保育園保木間 保木間 4-26地内 80人 6月計画承認予定 

16 栗原四丁目保育園 
栗原 4-6地内

（栗原職員寮跡地） 
102人 

9月計画承認済
3月着工予定 

17 
ＳＡＫＵＲＡ保育園谷

在家 
谷在家 2-14地内 100人 

1月計画承認済
6月着工予定 

18 こころたけのつか保育園 東伊興 3-10地内 87人 5月計画承認予定 

19 
アスクとねり駅まえ保

育園 
舎人 1-13地内 80人 5月計画承認予定 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 

2020.4 開設予定の認可保育所 20 園（定員 1531 人） 

※公募中の案件（１園）を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○1  

○2  

○3  

○4  

○5  

○6  ○8  ○9  ○10  
○12  

○11  
○13  ○14  

○15  

○7  

○16  

○18  

○17  

○19  

アスク千住保育園（80人）

大空と大地のなーさりぃ扇大橋園（80人）

江北すきっぷ保育園（60人）

東京しらゆり保育園（80人）

キッズガーデン足立興野（73人）

足立さくらんぼ保育園（71人）

キッズガーデン足立青井（73人）

キッズガーデン足立島根（60人）

ソラストあだち東和保育園（63人）

チェリッシュ谷中保育園（60人）

明日葉保育園保塚園（60人）

まなびの森保育園保木間（80人）

ちゃいれっく西新井駅前保育園（60人）

栗原四丁目保育園（102人）

こころたけのつか保育園（87人）

SAKURA保育園谷在家（100人）

アスクとねり駅まえ保育園（80人）

北綾瀬駅周辺・東和地域（60人）
（公募中）

帝京科学大学附属保育園（132人）

たんぽぽ保育所西新井園（70人）



内 容 

（２）事業者公募中の案件 

ア 認可保育所（１件）※ 図２参照 

選定辞退のあった認可保育所（東和五丁目）については、近隣の

整備状況などを踏まえて募集地域を見直し、「北綾瀬駅周辺・東和

地域」として平成３１年１月末に公募を開始した。 

No 募集地域 計画定員 進捗状況等 

1 北綾瀬駅周辺・東和地域 60人 公募中 

 

イ 認証保育所・小規模保育 

認証保育所・小規模保育については件数を定めず、定員が１２０

人に達するまで整備するものとして、平成３０年１２月に公募を開

始した。申請期限までに応募のあった以下の地域について、今後、

選定審査を行う予定である。 

   

（ア）認証保育所（２件） 

No 募集地域 計画定員 進捗状況等 

1 千住地域 30人 3月下旬選定予定 

2 舎人・東伊興地域 30人 3月下旬選定予定 

 

（イ）小規模保育（１件） 

No 募集地域 計画定員 進捗状況等 

1 綾瀬・東和地域 15人 3月下旬選定予定 

 

 

 

４ 小規模保育（環境整備基準）の開設時期の変更について 

２０２０年４月に千住一丁目地区市街地再開発事業内に開設予定で

あった小規模保育１件は、本体工事の延伸に伴い開設時期を変更し、２

０２１年４月開設を目指して再開発組合と協議を継続する。 

№ 名称（仮称） 設置予定地 予定定員 進捗状況等 

1 未定 千住一丁目 19人 本体工事中 

 

※募集地域 千住地域、江北・扇・宮城地域、興野・本木地域、五

反野駅周辺地域、北綾瀬駅周辺地域、鹿浜地域、西新

井駅周辺地域、綾瀬・東和地域、舎人・東伊興地域 



５ 整備計画と定員拡大量（見込み）の比較 

２０１８年（平成３０年）８月に改定した「足立区待機児童解消アク

ション・プラン」における整備計画と、現時点での定員拡大量の見込み

を比較した結果は下表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後の方針 

・ ２０２０年４月開設の認証保育所・小規模保育は目標の定員数に達し

ていないため、２０１９年（平成３１年）３月下旬に追加公募を実施

する予定である。 

・ 引き続き事業者と連絡を密に取りながら、２０１９年（平成３１年）

４月開設の認可保育所が円滑に保育を開始できるように支援する。ま

た、２０１９年６月及び２０２０年４月の開設に向け、進行管理を適

切に行なっていく。 

 

 

 

 

 

認可保育所（12園）
認証保育所（4園）
その他

878
120
18

認可保育所（20園）
小規模保育（1施設）
認証又は小規模
その他

1372
19
120
10

認可保育所（32園）
認証保育所（4園）
小規模保育（1施設）
認証又は小規模
その他

2250
120
19
120
28

認可保育所（11園）
認証・家庭的保育廃業

その他

790
-30
28

認可保育所（21園）
認証又は小規模
その他

1621
120
10

認可保育所（32園）
認証又は小規模
認証・家庭的保育廃業

その他

2411
120
-30
38

２，５３７人

合　計（人）

２，５３９人
（＋２人）

定員拡大量の見込み

合　計（人）

足立区待機児童解消アクション･プランの整備計画

2018年度　定員拡大量（人） 2019年度　定員拡大量（人）

１，０１６人 １，５２１人

2018年度　定員拡大量（人） 2019年度　定員拡大量（人）

７８８人
（－２２８人）

１，７５１人
（＋２３０人）



平成３０年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

平成３１年３月２７日 

件 名 こどもトワイライトステイ事業の実施について 

所 管 部 課 こども支援センターげんき こども家庭支援課 

内 容 

足立区所有地に整備する母子生活支援施設の附帯事業として予定し

ているこどもトワイライトステイ事業の実施について、次のとおり施設

の運営法人と協議を進めているので情報連絡する。 

 

１ こどもトワイライトステイ事業 

保護者が就労その他の理由により平日の夜間に不在となり児童の養

育が一時的に困難となった場合に、その児童を実施施設において預か

り、支援を行う。 

 

２ 実施形態 

（１）実施主体  足立区 

（２）実施手法  区から運営法人への委託契約による 

（３）運営法人  社会福祉法人東京蒼生会 

 

３ 事業概要 

（１）対象児童  区内に居住し、健康で集団生活が可能である小学生 

（２）利用定員  ４名 

（３）支援内容  食事の提供、その他身の回りの世話、並びに学習指

導等 

（４）開設時間  平日午後 5 時 30 分から午後 9 時 30 分(年末年始を

除く) 

（５）利 用 料  児童一人一日につき１，０００円 

生活保護受給世帯またはひとり親家庭で児童育

成手当を受給している住民税非課税世帯は、無料 

（６）開始時期  ２０１９年７月（予定） 

 

４ 今後の方針 

利用申込などの具体的な利用方法、手続き等について運営法人と協

議・調整していく。 
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平成３０年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

平成３１年３月２７日 

件 名 特別区における児童相談所の移管に向けた検討状況について 

所 管 部 課 こども支援センターげんき こども家庭支援課 

内 容 

児童相談所の移管に向けて、特別区における今年度の主な検討状況は

次のとおりである。 

１ 特別区における児童相談所移管に係る課題の検討状況 

情報連絡 20-1のとおり 

２ 東京都との広域調整に関する協議について 

  都区の課長級を中心に、「特別区児童相談所設置に向けた広域調整

に係る検討会」を設置し、平成３０年５月から検討が開始された。検

討会において調整中の主な事項は次のとおり。 

（１）児童養護施設・乳児院に関すること 

民間施設の定員に都分と特別区分の入所枠の設定 等 

（２）児童自立支援施設に関すること 

   当面は、都立施設を活用 

活用にあたっては、地方自治法による「事務の委託」で対応 

（３）里親に関すること 

   自区内の養育里親に委託できない場合には、都区間で相互委託 

（４）一時保護所に関すること 

   自区内の一時保護所で一時保護することが困難な場合には、都区

間で相互委託。 

３ モデル的確認実施区における確認作業の状況 

  世田谷区、荒川区、江戸川区と、東京都による設置計画書の確認作

業が２０２０年度に向けて継続している。設置計画書の主な項目は次

のとおり。 

 ・児童相談行政の体制、職員確保、人材育成 

 ・社会的養護体制の整備 

 ・相談対応の流れ、夜間、休日対応 

・ケースの引継ぎ 

 

４ 今後の方針 

足立区における児童相談所の移管に向けては、足立児童相談所の建

替えが進められているなどの状況から、当面は、モデル的確認実施区

の動向を注視していく。また、区における処遇力向上・人材育成のた

めに、機会を捉えて福祉職・心理職等の児童相談所への派遣の拡大を

検討していく。 
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児童相談所移管に係る課題の検討状況（平成３１年１月末時点）の概要                         【情報連絡 20-1】 
 

１ 一時保護に関すること 

・各区において、必要かつ十分な定員設定を行い、自区内で保護すること

を基本とする。 

・自区の一時保護所において適切な支援を実施することが困難な場合には、

相互利用を実施する。 

・都区間における相互利用の実施、費用負担方法等については、広域調整

に係る検討会において協議する。 

２ 社会的養護に関すること 

里親 ・自区内の里親に委託することを原則とする。 

・自区内の里親に委託できない場合は、都を含めた全体で相

互委託を実施する。 

・親担当区（都）は里親に関する相談窓口を担い、子担当区

（都）は委託児童に関する相談窓口を担う。 

ファミリ

ーホーム 

・所管区（都）の児童が利用することを基本とする。 

・必要に応じて、他区（都）のファミリーホームを割愛で利

用する。 

・定額で支払う必要がある経費については､所管区(都)が定員

払い経費等の空き分及び住宅関連経費の全額を負担する。 

児童養護

施設 

・既存の民間施設は、特別区及び都が利用することとし、施

設ごとに特別区分と東京都分の入所枠を設定する。 

・特別区分において各区ごとの入所枠は設定しない。 

・施設ごとの入所枠に応じ、一定の算式により費用負担する。 

乳児院 ・既存の民間施設は、特別区及び都が利用することとし、施

設ごとに特別区分と東京都分の入所枠を設定する。 

・特別区分において各区ごとの入所枠は設定しない。 

・施設ごとの入所枠に応じ、一定の算式により費用負担する。 

児童自立

支援施設 

・人材育成や施設整備の点から早急な設置は困難であるため、

当面は都立の２施設を活用する。 

・特別区では地方自治法による｢事務の委託｣により活用する。 

自立援助

ホーム 

・入所者が地域で自立した生活を踏み出すための施設である

ことから、各区は可能な限り自立援助ホームを確保するこ

ととし、その所在区（都）が入所枠を持つ。 

・各区（都）が直接施設に入所調整を行った後、施設所在区

（都）の児童相談所に割愛協議を行う。 

 

３ 区間の連携、協力、調整や情報共有に関すること 

(1) 共通システム 

子ども家庭支援センターの既存システムを、児童相談システムに仕様

変更する区もあるため、共通のシステム導入は行わない。 

(2) １８９の運用 

特別区共同のコールセンターは設置せず、夜間休日対応を含め各区対

応とする。 

(3) 弁護士の確保 

弁護士の活用方法や任用形態が区によって異なるため、東京都児童相

談所非常勤・協力弁護士懇談会の活用も含め、各区事項として対応する。 

(4) 区間で統一的な対応が必要な事項 

特別区間の会議体を設置し、情報交換等を行う。 

４ 関係機関との連携、協力、調整に関すること 

・家庭裁判所との連携については、定期的な意見交換会の場を設置する方

向で、今後調整する。 

５ 都との連携体制の確保に関すること 

(1) 都への職員派遣 

都から示された派遣枠・条件の中で、児童福祉司は各区１名を基本に、

児童心理司はできる限り各区均等に配分しつつ、開設予定時期の早い区

から重点的に派遣を実施する。また、一時保護所、事務職員、児童福祉

司ＳＶについては、都から提示された内容をもとに職員派遣を行う。 

(2) 引継ぎ方法等 

都職員の派遣及びケースや事務等の引継ぎ方法については、モデル的

確認作業の中で依頼・協議する。 

(3) 治療指導事業等 

「治療指導事業」、「臨床検査の実施」については、人材確保の点から

各区で実施することが困難であるため、都児童相談センターを活用でき

るよう都に依頼する。併せて、困難ケースなどへの相談対応に対する助

言の実施についても依頼する。 

(4) 事務処理、基準等の統一 

都区間で必要となる統一的なルールや事務処理、基準等については、

都区間において協議・検討する。 

(5) 研修等への参加 

特別区における経験やノウハウが蓄積されるまでの間、都が主催する

研修等への区職員の参加を依頼する。 
 



平成３０年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

平成３１年３月２７日 

件 名 足立児童相談所の建替えスケジュールについて 

所 管 部 課 こども支援センターげんき こども家庭支援課 

内 容 

 東京都が進めている足立児童相談所の建替えについては、相談所機能

を江北３丁目都有地に建設した仮設庁舎に平成３０年１２月に移転さ

せ、現在は、一時保護所機能の仮設庁舎の建設を区立あみだ橋公園にお

いて進めていたところである。 

今般、建設部材不足等の影響をうけ、一時保護所機能の仮設庁舎建設

が遅れる旨、都保健福祉局から連絡を受けたので情報連絡する。なお、

本体の建替工事スケジュールは変更はない。 

 

 

１ 仮設一時保護所の建設 

予 定     平成３０年８月 ～ 平成３０年１２月 

変更後             ～ ２０１９年５月 

  ※近隣には東京都から説明を行う。 

  ※２０１９年６月に移転準備を行い、7月に仮設庁舎へ移転予定。 

 

２ 本体の建替工事スケジュール 

（１）解体工事関係 

   住民説明    ２０１９年８月 

解体工事    ２０１９年９月 ～ ２０２０年１１月 

（２）建設工事関係 

   住民説明    ２０２１年３月 

建設工事    ２０２１年４月 ～ ２０２３年１月 

   移転準備    ２０２３年４月 ～ ２０２３年６月 

  ※２０２３年７月に新庁舎での業務を開始予定 
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